
 

当別町空家等の適正管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、当別町空家等の適正管理に関する条例（平成２７年当

別町条例第１６号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（検査員証） 

第２条 条例第６条の規定による調査を行う者の身分を示す証明書は、調査

員証(別記様式第１号)とする。 

（勧告） 

第３条 条例第９条に規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書

(別記様式第２号)により行うものとする。 

（命令に係る事前の通知） 

第４条 条例第１０条の規定による命令に係る事前通知は、空家等の適正管

理に関する命令に係る事前通知書(別記様式第３号)により行うものとす

る。 

（命令） 

第５条 条例第１０条の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令

書(別記様式第４号)により行うものとする。 

（公示） 

第６条 条例第１０条の規定による命令を行うための公示は、次の各号に掲

げる方法により行うものとする。 

⑴   標識(別記様式第５号)の設置 

⑵   当別町公告式条例(昭和２５年当別町条例第２６条の２号)に定める掲

示場への掲示 

⑶   その他町長が必要と認める方法 

（代執行） 

第７条 条例第１１条の規定による代執行を行う場合の行政代執行法(昭和



 

２３年法律第４３号)第３条第１項の規定により行う戒告は、戒告書(別記

様式第６号)により行うものとする。 

２ 前項の戒告を受けた者が、指定の期限までにその義務を履行しないとき

に、行政代執行法第３条第２項の規定により行う通知は、代執行令書(別

記様式第７号)により行うものとする。 

３ 代執行の執行責任者が、行政代執行法第４条の規定により携帯すべき証

票は、代執行責任者証(別記様式第８号)とする。 

４ 行政代執行法第５条の規定により行う代執行に要した費用に係る納付

の命令は、代執行費用納付命令書(別記様式第９号)により行うものとする。 

 (補則) 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 


